
Ｎ Ｐ Ｏ 法 ⼈ Ｍ ａ ｍ ａ Ｃ ａ ｎ サ ポー ト ス タッ フ 規 約    
                                                   

                                                                            2020.10.1 改 訂  

       
第 1 条 （業 務 の 委 託） NPO 法 ⼈ MamaCan （以 下、 甲） は、 注 ⽂ 書 ⼜ は 電 磁 的 ⽅ 法 の 内 容 お よ び 本 契 約 条 
項 に 従 い、 注 ⽂ 書 ⼜ は 電 磁 的 ⽅ 法 に 記 載 の 業 務 （以 下、 「本 業 務」） を サ ポー ト ス タッ フ （以 下、 ⼄） 
に 委 託 し、 ⼄ は こ れ を 受 託 す る。  

第 2 条 （契 約 の 成 ⽴） 本 契 約 は、 甲 が 注 ⽂ 書 ⼜ は 電 磁 的 ⽅ 法 で ⼄ に 依 頼 し、 ⼄ が 業 務 を 請 け る こ と に 書 
⾯ ま た は 電 磁 的 ⽅ 法 で 合 意 し た 時 に 成 ⽴ す る。   

第 3 条 （⽀ 払 い） ⽀ 払 ⽅ 法 は 以 下 と す る。  

甲 は、 本 業 務 の 対 価 と し て 注 ⽂ 書 ⼜ は 電 磁 的 ⽅ 法 に 記 載 の 給 与 を ⼄ に ⽀ 払 う も の と す る。 当 該 ⽀ 払 い は 
実 施 し た ⽉ の 末 締 め、 翌 ⽉ 25 ⽇ ま で に ⼄ の 指 定 す る 銀 ⾏ ⼝ 座 に 振 込、 ま た は 直 接 受 け 渡 し を ⾏ う。  

第 4 条 （報 告） ⼄ は、 本 業 務 の 実 施 完 了 後、 速 や か に 当 該 業 務 の 履 ⾏ 結 果 を 書 ⾯ ま た は 電 磁 的 ⽅ 法 等 で 
甲 に 報 告 す る も の と す る。  

第 5 条 （再 委 託） ⼄ は、 業 務 の 全 部 ま た は ⼀ 部 を 第 三 者 に 再 委 託 し て は な ら な い。 た だ し、 甲 の 事 前 の 
承 認 を 得 た 場 合 は こ の 限 り で は な い。  

第 6 条 （代 理 権） 本 契 約 は、 ⼄ に 対 し 甲 の 代 理 ⼈ と し て の 地 位 を 与 え る も の で は な く、 ⼄ は 第 三 者 に 対 
し、 甲 の 代 理 権 を 有 す る 旨 の 表 ⽰ を ⼀ 切 ⾏ わ な い。  

第 7 条 （禁 ⽌ 事 項） ⼄ は 甲 の 承 諾 な し に 開 催 場 所 や 団 体 や 企 業 と の 直 接 交 渉 を し た り、 甲 の 企 画 運 営 を 
妨 げ る よ う な 対 象 者 と の 交 渉 を ⾏ わ な い も の と す る。  

第 8 条 （守 秘 義 務） ⼄ は、 本 契 約 終 了 後 も 本 契 約 履 ⾏ に 際 し 知 り 得 た 甲 の 機 密 情 報 （対 象 者 の 個 ⼈ 情 
報、 甲 の 取 引 先 企 業・ 団 体 情 報 等 も 含 む） を 第 三 者 に 開 ⽰・ 漏 え い し て は な ら ず、 本 契 約 履 ⾏ の ⽬ 的 以 
外 に 利 ⽤ し て は な ら な い。  

第 9 条 （損 害 賠 償） ⼄ は、 本 契 約 の 履 ⾏ に あ た り、 甲 ま た は 対 象 者 に 対 し 損 害 を 与 え た 場 合 は、 当 該 損 
害 を 賠 償 し な け れ ば な ら な い。  

第 10 条 （更 新） サ ポー ト ス タッ フ は 年 次 更 新 と し、 ⼄ は 年 度 末 に 甲 の 指 定 す る サ ポー ト ス タッ フ 登 録 
フォー ム に 登 録 を ⾏ う も の と す る。  

第 11 条 （合 意 管 轄） 本 契 約 に 関 す る ⼀ 切 の 訴 訟 に つ い て は、 千 葉 地 ⽅ 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 
裁 判 所 と す る。  

第 12 条 （協 議） 本 契 約 に 定 め の な い 事 項 ま た は 本 契 約 の 解 釈 に 疑 義 が ⽣ じ た 場 合 は、 甲 ⼄ 協 議 の う え 誠 
意 を もっ て 解 決 す る。  
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